
４ 特別児童扶養手当・特別障害者手当等の認定基準の改正について

障害者等の手当の認定については、各々の障害認定基準の規定に基づき、実施され

ているところであるが、今般、近年の医学的知見を踏まえ、精神の障害に発達障害の

障害認定基準を明記し 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令別表第３にお、「

ける障害の認定要領の一部改正について」平成２３年８月９日付障発０８０９第２号

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知（平成２３年９月１日から適用）及び

「障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準の一部改正について」平成

２３年８月９日付障発０８０９第３号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知

（平成２３年９月１日から適用）を発出しておりますので、管内市区町村及び関係機

関への周知徹底をお願いしたい。

５ 特別児童扶養手当・特別障害者手当等の額について

特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当及び経過的福祉手当について

は 「特別児童扶養手当等の支給に関する法律 、昭和６０年の「国民年金法等の一部、 」

を改正する法律」附則（経過的福祉手当）及び「児童扶養手当法による児童扶養手当

の額等の改定の特例に関する法律」に基づき、毎年度、物価の変動に応じて手当額を

改定してきたところである。

平成２４年４月からの手当額については、平成２３年の全国消費者物価指数が、平

成２２年の指数を０．３％程度下回る見通しであり、１月末に発表される確定値に基

、 。（ ）づき 法律の規定に従って平成２４年度の手当額が引き下げられる 政令改正予定

また、物価スライドの特例措置については、平成１２年度以降、年金と合わせて、

物価下落時に据え置き措置が採られた経緯から、現在、１．７％の特例水準が生じて

いるが、年金と同様に、本来の水準に計画的に引き下げる。今後、法律改正を行う予

定である。

具体的には、平成２４年度から２６年度の３年間で解消し、平成２４年１０月から

△０．６％、２５年度△０．６％、２６年度△０．５％の予定。
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６ 特別障害給付金制度の周知について

国民年金の任意加入期間に加入しなかったことにより障害基礎年金等を受給してい

ない障害者の方について、国民年金制度の発展過程において生じた特別な事情にかん

がみ、福祉的措置として特別障害給付金を給付する措置が平成１７年４月１日から施

行されているところであるが、その一層の周知徹底を図るため、各都道府県及び市区

町村を通じ引き続き制度の周知・広報をお願いしたい。

また、特別障害給付金制度の更なる周知を図るために、福祉関係施設や事業者、医

療関係者、民生委員、障害者団体等、日頃障害者と接する機会の多い方々を通じた周

知についても特段のご協力をお願いしたい。
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１ 平成２４年度における障害保健福祉行政事務指導監査の実施について 

 

 

  障害福祉サービス事業者等に対する指導監査については、かねてから格段のご協力を

賜っているところであるが、平成２４年度における障害保健福祉行政事務指導監査にお

いては、近年における行政動向、当省、各都道府県、政令指定都市及び中核市の指導監

査の結果並びに障害福祉サービス事業者等で発生した不祥事案等の現状を鑑み、障害福

祉サービス利用者等に対する適切な処遇を確保し、関係法令・通知に基づく適正かつ厳

正な執行を図る観点から、特段のご配意をお願いしたい。 

さらに、障害者自立支援法に基づく指導監査の実施においては、関係法令・通知に基

づく制度の適正かつ厳正な運営の確保という観点から、特段のご配意をお願いしたい。 

（１）障害者自立支援法に基づく指導監査 

障害者自立支援法に基づく指導監査に当たっては、同法に基づく制度の円滑かつ適

正な運営が求められていることから、都道府県等においては、障害福祉サービス事業

者等及び管内市町村に対して、指定事業者等による適切なサービス提供に関しての適

切な指導ができるよう特段のご配慮を願いたい。 

また、当省においては、都道府県・市町村・事業者等への必要な助言、情報の提供

及び調査等について別途実施計画等を定め実施することとしているので、実施に当た

っては円滑に実施できるよう特段のご配慮を願いたい。 

（２）特別児童扶養手当及び特別障害者手当等支給事務に対する指導監査 

特別児童扶養手当等の支給事務に対する指導監査について、都道府県におかれては、

制度の適正な執行・運営を確保するため、請求書受理事務、支給要件審査（障害程度

認定を含む。）、受給資格喪失時点の確認等に主眼をおいて、原則として２年に１回

以上実施されたい。 

また、当省が行う事務指導監査については、別途実施計画等を定め実施することと

しているので、指導監査が円滑に実施できるよう特段のご配慮を願いたい。 

（３）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に関する事務指導監査 

都道府県及び指定都市におかれては、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の

適正な運用並びに管下の精神科病院に対する実地指導等の実施により適正な運用の推

進に特段のご配慮を願いたい。 

   また、当省が行う事務指導監査については、別途実施計画等を定め公衆衛生関係行

政事務指導監査として実施し、併せて、都道府県及び指定都市において行っている精

神科病院に対する実地指導の検証を実施することとしているので、関係部局との連携

を密にし、指導監査が円滑に実施できるよう特段のご配慮を願いたい。 
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１ 地域生活支援事業の円滑な実施等について 

 

 

（１）地域生活支援事業について 

   地域生活支援事業は、地域の実情や利用者の状況に応じ、各自治体が柔軟な形態に

より実施する事業であり、また、交付された補助金は、各自治体の裁量で個々の事業

に柔軟に配分することができる「統合補助金」としている。 

各自治体においては、このような特性を踏まえ、引き続き、効果的・効率的に事業

が展開されるようお願いする。 

 

（２）地域生活支援事業費補助金の平成２４年度予算案について 

   地域生活支援事業費補助金については、平成２４年度予算案において、４５０億

円を確保したところである。 

   障害児・者が地域生活へ移行するための支援や安心して暮らすことができるための

支援体制を整備するために、地域での相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援セ

ンターの機能強化、成年後見制度の利用促進、児童発達支援センターの地域支援機能

の強化等の事業を以下のとおり盛り込むこととしている。 

  【市町村地域生活支援事業の新規事業等】 

 ・基幹相談支援センターへの専門職員の配置（拡充） 

 ・成年後見制度利用支援事業を必須事業とする（拡充） 

 ・法人後見に必要な事務所設置のための初度設備整備費等の助成 

 ・成年後見制度の利用を促進するための普及啓発 

 ・児童発達支援センターへの専門職員の配置 

 ・障害児の居場所、緊急一時預かりの場の確保 

 【都道府県地域生活支援事業の新規事業】 

・法人後見に必要な事務所設置のための初度設備整備費等の助成 

 ・成年後見制度の利用を促進するための普及啓発 など 

 

また、障害者自立支援法等の一部改正において地域移行支援・地域定着支援が創設

されることを踏まえ、地域生活支援事業費補助金の住宅入居等支援事業（居住サポー

ト事業）及び地域移行のための安心生活支援事業については、一部の事業を除き、来

年度から地域移行支援又は地域定着支援として個別給付化されることとなるが、改正

法の施行時において地域における地域移行支援・地域定着支援の実施体制が十分でな

い場合については、実施体制が整備されるまでの間、引き続き地域生活支援事業費補

助金のメニューとして補助対象とする予定であるので、これまでの取組みが滞ること

のないようご配慮をお願いする。 

なお、これらの具体的な内容については、内容が固まり次第お示しする予定である。 
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（３）平成２４年度における特別支援事業の活用について 

   地域生活支援事業費補助金においては、必須事業の実施が遅れている地域への支援

や実施水準に差が見られる事業への充実を図るために、特別支援事業として優先的に

財政支援を行っているところであり、引き続きご活用願いたい。 

   なお、具体的な取扱いは、予算成立後にお示しすることとしているが、基本的には

本年度と同様、各自治体からの協議により行う予定である。 

 

（４）必須事業未実施市町村に対する支援について 

   移動支援事業やコミュニケーション支援事業等の必須事業を未だ実施していない市

町村においては、近隣市町村と連携してサービス提供者の育成・確保に取組むなど、

地域で生活する障害者等のニーズに即したサービスの確保をお願いするとともに、各

都道府県においては、管内の市町村に対する支援をお願いしたい。 

 

（５）地域生活支援事業の適正な実施について 

   地域生活支援事業の適正な実施については、昨年の部局長会議等において、事業者

に対する計画的な指導等の実施をお願いしたところであるが、その後も移動支援事業

の不正請求事案が生じていた旨の報告を受けている。引き続き事業者に対し計画的な

指導をお願いしたい。 

 

（６）地域生活支援事業における利用者負担の取扱いについて 

   平成２２年４月から、障害福祉サービス等に係る低所得（市町村民税非課税）者の

利用者負担が無料化されたことを踏まえ、各実施主体の判断で定めることとなってい

る地域生活支援事業の利用者負担の取扱いについても、昨年の部局長会議等において

検討をお願いしたところである。 

   また、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見

直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関す

る法律（平成２２年法律第７１号）の成立により、平成２４年４月から、負担能力に

応じた利用者負担とすることが法律上も明確化されたところである。 

各自治体においては、障害福祉サービス等の利用者負担の取扱いも踏まえ、地域生

活支援事業に係る利用者負担の取扱いについて検討をお願いしたい。 

   特に、コミュニケーション支援事業や移動支援事業等については、地域生活支援事

業創設以前の利用者負担の状況や障害福祉サービス等における利用者負担状況等を

十分に踏まえ、引き続きサービス利用に支障が生じないよう対応をお願いしたい。 
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相談支援 

コミュニケーション支援 

（手話通訳派遣） 

（要約筆記者） 

（手話通訳者設置） 

日常生活用具給付等 

移動支援 

地域活動支援センター 

日中一時支援 

（1662） 

（1580）  

（978）  

（601） 

（1676）  

（1595） 

（1288）  

（1426）  

1743  

（２３年度末までに無料化予定なし） 

（２３年度末までに無料化予定） 

（２３年度末までに無料化予定） 

（２３年度末までに無料化予定） 

（２３年度末までに無料化予定） 

（２３年度末までに無料化予定なし） 

地域生活支援事業に係る低所得者の利用者負担の状況（平成２３年度） 

23年5月末時点で無料 23年度末までに無料化予定 23年度末までに無料化予定なし 

※１ 各自治体からの報告に基づき厚生労働省障害保健福祉部企画課自立支援振興室において集計したもの。 
※２ 数値は市町村数 
※３ 広域連合５市町村は１市町村としてカウントしている。 
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（７）コミュニケーション支援事業について 

  ① コミュニケーション支援事業の推進について 

コミュニケーション支援事業については、法律上必須事業としているにもかかわら

ず実施していない市町村が約４分の１ある状況(平成２２年３月３１日現在)となっ

ている。 

なお、個別の事業ごとでは、手話通訳者設置事業は約７割の市町村が未実施であり、

要約筆記者派遣事業については約５割の市町村が未実施という状況である。 

コミュニケーション支援事業については、市町村圏域を越えた手話通訳者の派遣等

に課題があることから、市町村圏域を越えて手話通訳者、要約筆記者を派遣する事

業に対しては、地域生活支援事業の特別支援事業(「コミュニケーション支援充実強

化事業」)として優先的に支援することとしている。 

また、コミュニケーション支援事業の円滑な実施には人材の養成が重要であること

から、地域生活支援事業の特別支援事業である「コミュニケーション支援従事者ス

テップアップ研修事業」、「コミュニケーション支援従事者養成研修促進事業」に

ついては、引き続き優先的に支援するとともに、平成２４年度予算案においては、

社会福祉法人全国手話研修センターにおける手話通訳者・手話通訳士の資質向上の

ための現任研修を全国各地で実施できる体制とする予定であるので、積極的に受講

者を派遣するなどご配慮願いたい。 

各都道府県・市町村においては、障害者基本法の一部を改正する法律（平成２３年

法律第９０号）（以下「改正法」という。）第２２条第１項において「国及び地方

公共団体は、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等が図られるよう必要

な施策を講じなければならない

  ② 要約筆記者の養成について 

」とされたことも踏まえ、これらの事業を有効に活

用し、広域利用体制を整備するとともに、併せて、未実施市町村の早期解消を進め

ることにより、コミュニケーション支援事業の一層の推進を図られるようお願いし

たい。 

要約筆記者派遣事業については、奉仕員養成事業において「要約筆記奉仕員」とし

て登録された者を派遣することとしていたが、平成２３年度から新たに要約筆記者養

成カリキュラムを策定し、多様なニーズに対応できる「要約筆記者」を養成・派遣す

ることが可能となったところである。 

要約筆記者の養成や指導者養成については、地域生活支援事業の特別支援事業であ

る「要約筆記者養成ステップアップ研修事業」や「要約筆記者派遣事業従事者資質向

上特別支援事業」において優先的に支援することとしているので、各都道府県・市町

村においては、これらの事業を積極的に活用することにより、要約筆記者の養成や指

導者養成を一層推進されるようお願いしたい。 

 

（８）日常生活用具給付等事業について 

日常生活用具給付等事業については、各市町村の積極的な取組みにより、平成２１

年度実績でほぼ１００％の実施率に達しているところである。 

   本事業については、地域の特性や利用者の状況などに応じて柔軟に事業を実施でき
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る仕組みとなっていることから、市町村においては、引き続き各地域における障害者

の実情等を十分に考慮し、真に必要な用具の給付等が適切に行われるようご配慮願い

たい。 

また、本事業については、事業費が高額となっており、年々増加傾向にあることか

ら、安定した事業運営を図るためには事業実施上の効率化が必要となっているため、

市町村においては、過去に国が定めた価格や方法にとらわれることなく、例えばスト

ーマ装具の購入価格につき複数事業者による競争の上、指定事業者を決定するなど、

より効率的な事業の執行に引き続き努められたい。 

 

 

２ 障害者の社会参加の促進について 

 

（１）視聴覚障害者への情報提供体制について 

視聴覚障害者に対する情報・コミュニケーション支援については、「障害者制度改

革の推進のための基本的な方向について(平成２２年６月２９日閣議決定)」におい

て、情報アクセス・コミュニケーション保障として、「情報バリアフリー化のための

環境整備の在り方」や「障害特性に応じた災害時緊急連絡の伝達方策」について検討

することとされ、また、改正法第２２条（情報の利用におけるバリアフリー化等）に

おいて、「円滑に情報を取得・利用し、意思を表示し、他人との意思疎通を図ること

ができるよう、障害者の意思疎通を仲介する者の養成及び派遣等の必要な施策を講じ

なければならない」、「災害等の場合に安全を確保するため必要な情報が迅速かつ的

確に伝えられるよう必要な施策を講ずるものとする」と規定されたように、より一層

の充実が求められている。 

こうした中、視聴覚障害者情報提供施設については、東日本大震災後、被災地に手

話通訳者等の派遣、全国の視覚障害や聴覚障害の団体で構成する現地の支援本部の活

動を支援するなど、視聴覚障害者に対する情報・コミュニケーション支援の地域にお

ける拠点としての機能を果たしたところである。  

今後も災害時における被災者の安否確認や避難所における情報支援などの役割を

担うなど、その積極的な活用が期待されている。 

しかしながら、聴覚障害者情報提供施設は、「障害者基本計画（平成１４年１２月

閣議決定）」に基づき、平成２０年度からの５年間に重点的に取り組むべき課題をま

とめた「重点施策実施５か年計画（平成１９年１２月２５日障害者施策推進本部決定）」

において、全都道府県での設置を目指しているにもかかわらず、平成２３年１２月末

現在、全国で４０施設（指定都市を含む。）の設置に留まっている。平成２４年度は

重点施策実施５か年計画の最終年度となるため、聴覚障害者情報提供施設が未設置の

道府県においては、早期に設置されるようお願いしたい。 

 

（２）障害者ＩＴ総合推進事業について 

情報バリアフリー化については、「重点施策実施５か年計画」において、ＩＴの活

用により積極的に推進することとされている。 

各都道府県においても、障害者によるＩＴの利用・活用の機会拡大を図り、障害者
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の社会参加を一層推進するため、地域におけるＩＴ支援の総合サービス拠点となる障

害者ＩＴサポートセンターの設置・運営や、パソコンボランティア養成・派遣等を総

合的に行う「障害者ＩＴ総合推進事業」の一層の充実お願いするとともに、来年度が

計画の最終年度であるので、未実施の県においては積極的に事業化されるようお願い

したい。 

 

（３）盲ろう者向け福祉施策について 

① 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業等の推進について 

    視覚及び聴覚に障害を併せ持つ盲ろう者に対して、通訳・介助員の派遣を行う「盲

ろう者向け通訳・介助員派遣事業」については、全都道府県において実施していた

だいているところである。 

平成２３年１０月１日から重度の視覚障害者(児)に対し、外出時に同行し、移動

に必要な情報の提供や移動の援護等を行うサービスである「同行援護」が施行され

たが、ご承知のとおり、盲ろう者に対するコミュニケーション支援は、触手話や指

点字など視覚障害者(児)への支援方法とは異なるものであることから、多くの盲ろ

う者に対する支援は、都道府県地域生活支援事業の一つである「盲ろう者向け通訳・

介助員派遣事業」において、利用者に対する適切なアセスメントにより、引き続き

実施する必要があるので、今後とも本事業の推進が図られるようお願いしたい。 

また、地域生活支援事業の特別支援事業として「盲ろう者社会参加等促進事業」、

「盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業」及び「盲ろう者通訳・介助員養成研修事業」

等の推進を重点課題として、優先的に支援することとしているので、各都道府県に

おいては、これらの事業を有効に活用し、盲ろう者の社会参加の一層の推進を図ら

れたい。 

② 盲ろう者向け生活訓練等事業の実施について 

平成２２年度及び平成２３年度において、盲ろう者の障害特性に対応した生活訓

練等の確立を図るため、国立障害者リハビリテーションセンター内にて、宿泊型生

活訓練が可能な機関及び関係団体が協同して宿泊型のモデル事業を実施し、現在、

盲ろう者支援のための生活訓練等マニュアルを作成しているところである。 

平成２４年度予算案においては、モデル事業で作成した生活訓練等マニュアルを

用いて地域の施設等において生活訓練等を行い、その成果の検証を行うとともに、

本格的な事業化に向けての検討を行うこととしている。 

本事業の実施等に当たっては、各都道府県等からの情報提供などの協力をいただ

くこともあるので、その際はよろしくお願いしたい。 

 

（４）障害者スポーツ、文化芸術活動の振興について 

障害のある人もない人も共にスポーツや文化芸術活動に参加することは、国民の障

害への理解と認識をさらに深めるものである。 

特にスポーツについては、「スポーツ基本法（平成２３年法律第７８号）」が平成

２３年６月２４日に公布、平成２３年８月２４日に施行されたところであり、このス

ポーツ基本法では、新たに基本理念として、「スポーツは、障害者が自主的かつ積極
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的にスポーツを行うことができるよう、障害の種類及び程度に応じて必要な配慮をし

つつ推進されなければならない。

各都道府県においては、関係機関・団体及びスポーツや文化、教育等の担当部局と

連携の上、各種大会等の開催やスポーツ指導員の養成、選手団の派遣等に配慮すると

ともに、都道府県及び市町村においては、今後、文部科学省を中心に策定される「ス

ポーツ基本計画」を参酌して、障害者スポーツの推進を含めた「地方スポーツ推進計

画」の策定を検討することとなるので、教育委員会やスポーツ担当部局等と十分に連

携を図られるようお願いしたい。 

」とされている。 

障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業については、平成２４年度末ま

での１年間に限り延長し、引き続き「地域における障害者スポーツの裾野を広げるた

めの取組みを行う事業」として、「障害者スポーツ特別振興事業」や「体育館等バリ

アフリー緊急整備事業」をメニュー化することとしているので、各都道府県において

は、本事業の積極的な活用に併せて、障害者スポーツに対する国民の理解を深めるた

め、広報誌等を活用した普及啓発の一層の推進をお願いしたい。 

なお、平成２４年度予算案においては、パラリンピックやデフリンピックといった

世界大会でのメダル獲得に向けたトップレベル選手に対する特別強化を目的とした

総合国際競技大会指定強化事業の一層の充実を図ることとしている。 

また、障害者芸術・文化祭については、平成１３年度より、都道府県と共催で毎年、

都道府県の持ち回りで開催しているところであるが、国民体育大会と全国障害者スポ

ーツ大会のように、国民文化祭と障害者芸術・文化祭の連携を図ることにより、大き

な効果が期待できることから、平成２８年度から両事業を同年度に開催することを原

則とすることを予定している。 

 〈参考〉 

平成２４年度の主な障害者スポーツ大会等について 

 ① 「ロンドン２０１２パラリンピック競技大会」への選手団の派遣 

   （開催期間：平成２４年８月２９日(水)～９月９日(日)） 

 

 ② 「２０１３年スペシャルオリンピックス冬季世界大会・平昌」への選手団の 

派遣（開催期間：平成２５年１月２６日(土)～２月６日(水)） 

 

 ③ 「第１２回全国障害者スポーツ大会（ぎふ清流大会）」の開催 

    平成２４年度は、岐阜県において標記の大会が開催される予定である。 

（開催期間：平成２４年１０月１３日(土)～１０月１５日(月)） 

 

 ④ 「第１２回全国障害者芸術・文化祭さが大会（仮称）」の開催 

   平成２４年度は、佐賀県において標記の大会が開催される予定である。 

（開催期間：平成２４年１１月２３日(金)～２５日(日)を予定） 
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（５）「国際障害者交流センター」の活用について 

「国連・障害者の十年」の記念施設である「国際障害者交流センター（愛称：ビッ

グ・アイ）」は、障害者の国際交流、重度・重複障害者を含む全ての障害者の交流、

障害者の芸術・文化の発信などの機能を発揮し、障害者の社会参加を促進することを

目的として設置されたものであり、障害者の芸術・文化及び国際交流活動の充実・振

興を図る各種イベントを開催する他、障害者はもとより障害のない者も利用可能な多

目的ホールや会議室、宿泊室を備えた施設である。 

（詳細については、センターＨＰ「http://www.big-i.jp/」を参照。） 

各都道府県においては、積極的な施設利用及び関係機関への周知について、引き続

きご協力をお願いしたい。 

併せて、平成２４年度においては、災害時に障害者への支援をサポートするボラン

ティアリーダーを養成する「災害支援ボランティアリーダー養成研修事業」に加えて、

東日本大震災での課題を踏まえ、災害時における視覚・聴覚障害者の障害特性に応じ

た対応方法を熟知し、災害時に地域において中心となって活動できるリーダー的人材

の養成を行うことを予定しているので、本研修への積極的な参加及び関係機関への周

知をお願いしたい。 

（６）行政機関における障害者への配慮について 

行政機関における障害者への配慮については、福祉分野のみならず様々な分野にお

いて対応いただいているところであるが、障害を理解し障害特性に応じた適切な対応

が可能となるよう、新任研修などの機会を活用して、積極的な職員教育等の実施をお

願いしたい。 

視聴覚障害者については、窓口での対応や行政情報の提供の際に、点字や音声、手

話等を用いる必要があるため、延長予定である基金事業を活用した情報支援機器の整

備や手話通訳者の設置等により、引き続き円滑な対応に努められるようお願いした

い。特に、手話については、障害者基本法の一部を改正する法律（平成２３年法律第

９０号）が平成２３年８月５日に公布・施行され、第３条において「全て障害者は、

可能な限り、言語（手話を含む。）その他の意思疎通のための手段についての選択の

機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会

の拡大が図られること。」とされ、手話が言語として位置付けられた

また、地域住民全般に対し広く周知する必要がある内容については、相談窓口等の

受付や対応が可能となるよう、東日本大震災の例も教訓として、以下の点について徹

底した取組みをお願いしたい。 

ことから、手話

通訳者の設置などについて一層のご配慮をお願いしたい。 

   ① 視覚障害者については、相談に関する連絡先（電話番号等）の周知 

   ② 聴覚障害者等については、電話による相談ができない方もいることから、 

電話番号以外にＦＡＸ番号又はメールアドレスの周知 

 ［参考１］内閣府ＨＰ 

  ○「身につけよう心の身だしなみ」 

http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/midasi.html  

  ○「共生社会をみんなで作るために」(絵で見る心の身だしなみ) 

http://www8.cao.go.jp/shougai/kou-kei/shukan/kyousei.html  
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  ○「公共サービス窓口における配慮マニュアル－障害のある方に対する心の身だしなみ－」 

http://www8.cao.go.jp/shougai/manual.html  

 ［参考２］国土交通省ＨＰ 

  ○「知的障害、発達障害、精神障害のある方とのコミュニケーションハンドブック」 

http://www.mlit.go.jp/common/000043355.pdf  

 

（８）身体障害者補助犬の普及啓発について 

   平成２４年度は身体障害者補助犬法施行１０周年であるが、補助犬の同伴を受け入

れる義務がある不特定かつ多数の人が利用する民間施設等において、受け入れが拒否

される事例があるなど、未だ補助犬に関する社会的認識の定着が不十分な状況が見受

けられるところである。 

   こうした状況を踏まえ、補助犬に関する国民の理解をより一層促進するため、平成

２２年１１月に、新たに補助犬普及啓発用のポスター、リーフレット、ステッカーを

作成し、各都道府県等に配布したところである。 

 各都道府県等においては、掲示、配布を行っていただくほか、職場研修等で使用し

ていただき、その周知徹底を図られるようご協力をお願いしたい。 

なお、リーフレット、ステッカーについて再配布の必要がある自治体におかれては、

個別に依頼されたい。 

［参考］厚生労働省ＨＰ 

http://www.mhlw.go.jp/bunya/shougaihoken/hojoken/index.html  

 

 

３ 補装具について 

 

（１）補装具費の基準額の改定について 

 平成２４年度は補装具費の基準額改定を予定している。現在、補装具の価格等に

係る実態調査を実施しているところであるが、具体的な内容が決まり次第お示しする

こととしている。 

 

（２）介護保険との適用関係について 

補装具費と介護保険制度との適用関係について、身体状況に個別に対応することが

必要と判断される障害者については補装具費として支給して差し支えないこととし

ている（平成 19 年 3 月厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉

課長連名通知「障害者自立支援法に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係

等について」参照）ので、適用に当たっては、障害者の年齢のみによって介護保険給

付を優先適用させることなく、障害者の個別の状況を判断の上、適切な取扱いが行わ

れるようお願いしたい。 
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１ 障害者自立支援対策臨時特例基金の積み増しについて 

 

 

障害者自立支援対策臨時特例基金については、障害者自立支援法の円滑な実施を図る

こと等を目的として、平成１８年度に各都道府県に基金を造成し、平成２３年度を期限

として各種事業を行ってきたところである。 

今般、平成２３年度第４次補正予算案においては、新体系移行後のソフトランディン

グとして、事業運営の安定化を図るための支援や設備等の基盤整備、障害者自立支援法

及び児童福祉法の一部改正法（以下、「一部改正法」という。）の円滑施行のための支援

として、自治体における給付費支払システムの改修等を実施するため、基金の積み増し

及び平成２４年度までの期間延長を行うこととしている。 

各都道府県におかれては、この基金の趣旨を踏まえ、積極的に活用していただき、障

害者の地域生活の支援に取り組んでいただくとともに、平成２４年４月に一部改正法が

完全施行されることから、当該基金事業については２４年度内にすべて完了するよう留

意されたい。 
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 □ 新体系定着支援事業［５０億円］ 
  ・新体系移行後の事業運営を安定化させることにより、新体系移行後のソフトランディングを支援する事業。   
 □ 障害者自立支援基盤整備事業［３７億円］ 
  ・既存施設等が新体系に移行した場合等に必要となる就労支援事業所等の設備整備、備品購入等の経費に対し助成し、 
    障害福祉サービスの基盤整備を図る事業。   
 □ 障害者自立支援法等改正施行円滑化特別支援事業［１０億円］ 
  ・障害者自立支援法等の改正に伴って必要となる自治体のシステム等の開発・改修事業。  
 □ 相談支援体制の充実・強化事業、その他［１８億円］ 
  ・ 相談支援体制充実の強化事業（相談支援事業所の立ち上げ等の設備整備や訪問による地域の障害者に対する支援など） 
    地域移行の推進に資する事業（障害者を地域で支える体制づくりモデル事業など）    
 
 
 
 
 

障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業について 
（平成２３年度第４次補正予算要求） 

  
 □ 新体系移行後のソフトランディング 
   平成２４年度から新体系移行が完全実施されることに伴い、新体系移行後に減収となった障害福祉 
  サービス事業所に対し事業運営の安定化を図り、新体系移行後のサービスの基盤整備を行う。 
  
 □ 障害者自立支援法及び児童福祉法の一部改正の円滑施行等  
   法改正に伴い必要となる自治体のシステムの改修等、相談支援事業所の立ち上げに必要な設備整備等 
  を行う。 
            
     
 
 
 
 

 
 □ 今年度まで基金事業として実施している「福祉・介護人材の処遇改善事業」、「通所サービス等利用 

  促進事業」、「重度訪問介護等の利用促進に係る市町村支援事業」については、報酬への組み込みなど 

  により、事業の継続的な実施を確保する。 
  
 ※ 東日本大震災の被災地支援については、既に第3次補正予算で被災地障害福祉サービス基盤整備事業等 

  で15億円を被災３県（岩手県、宮城県、福島県）に積み増しし、期間を平成24年度末までとした。 

 

【趣 旨】 

【事業内容】 

【備 考】 

《積み増し額：115億円、 延長期間：平成24年度末までの１年間》 
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２ 障害福祉関係施設等の整備について 

 

 

（１）平成２４年度予算について 

障害福祉関係施設の整備については、前年度予算 108 億円に対し、117 億

円（以下①～④の合計）を確保したところである。内訳は次のとおり。 

一般会計の事業として、 

① 障害児・者の地域移行・地域定着支援や就労支援の充実を図るため、

生活介護や就労継続支援等の「日中活動の場」の基盤整備を推進すると

ともに、グループホーム等の「住まいの場」の整備を推進するため、要

求枠として３９億円。 

② 障害者自立支援法・児童福祉法の一部改正法の施行による基幹相談支

援センターの設置を促進するとともに、児童発達支援センターの地域支

援機能の強化や障害児入所施設の小規模グループによる療育など障害児

支援の充実を図るための整備を推進するため、特別枠（「日本再生重点化

措置」）として２２億円。 

さらに、児童福祉法の改正に伴い、児童福祉施設の施設体系が変更された

ことから、保育所等訪問支援事業所、障害児相談支援事業所について、また、

居宅介護事業所、相談支援事業所の整備も新たに補助対象とする。 

復興事業（仮称）特別会計（復旧・復興枠）として、 

③ ア）災害時に、障害福祉サービス事業所等に障害児・者の緊急受入が  

可能となる防災拠点スペースの整備 

イ）障害児・者に配慮した避難所設備の整備 

ウ）震災に備えた通所施設の耐震化整備 

を推進するため、４５億円を平成２４年度予算案に計上したところ。 

また、 

④ 都道府県、指定都市が実施する大規模修繕等（※）及び保護施設等の

整備については、平成２４年度から地域自主戦略交付金（一括交付金 

（１１．３億円））の対象とされたところである。 

※グループホーム・ケアホーム及び居宅介護事業所、相談支援事業所を除く。  

 

このため、上記③、④については、社会福祉施設等施設整備費の協議対象

外となるため、取扱いにはご注意願いたい。③については別途「復興事業（仮

称）交付要綱」によりお示しする予定である。④地域自主戦略交付金につい

ては、内閣府に対し申請等をすることとなるが、取扱いについては追ってお

示しする予定である。 
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（２）障害者自立支援基盤整備事業（障害者自立支援対策臨時特例基金）について 

障害者自立支援基盤整備事業については、新体系移行に係る施設整備項目

を除き、グループホーム・ケアホーム及び居宅介護事業所、相談支援事業所

（賃貸物件）の改修整備等は、引き続き平成２４年度まで補助対象とするこ

ととしている。 

 

（３）平成２４年度社会福祉施設等施設整備費補助金の執行について 

平成２３年度執行にあっては、新体系移行の最終年度等により当初予算額

１０８億円を大幅に上回る協議があり整備費に不足が生じたため、今般の平

成２３年度第４次補正予算案に所要額約３０億円を措置したところである

が、平成２４年度の障害福祉関係施設等の整備に係る補助協議については、

新体系移行も終了することから、通常の整備については、一般会計予算に計

上した６１億円の予算の範囲内での執行となるため、採択については大変厳

しいものになる。 

ついては、真に緊急性・必要性の高い整備に厳選するとともに、（１）で

記述したそれぞれの予算枠の趣旨・目的に添って、協議を行うようお願いし

たい。 

また、入所施設の耐震化整備にあっては、平成２４年度までの延長が認め

られている「社会福祉施設等耐震化臨時特例交付金」を、通所施設において

は、新たに復旧・復興枠（特別会計）に計上した「復興事業（仮称）」にお

ける障害福祉サービス事業等の耐震化整備をできる限り活用いただきたい。 

なお、平成２４年度における協議スケジュールについては【別記】にある

とおり、早期執行の観点からご協力願いたい。協議における採択方針等につ

いては、別途詳細をお示しすることとしているので、その旨ご留意願いたい。 

【別記】 

○平成 24 年度社会福祉施設等施設整備費補助金の協議スケジュール（案） 

                           期 日 

                          （平成 23 年度） 

 
3 月上旬  

3 月中旬 

以降実施 

 

4 月上旬  
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【地域自主戦略交付金（内閣府に計上：１１．３億円）】 
これまで社会福祉施設等施設整備費補助金の整備対象としてきた大規模修繕等及び保護施設等の整備については、平成２４年
度から地域自主戦略交付金（一括交付金）により対応する。 
※ 大規模修繕等：既存施設の一部改修や介護用リフト等の建物に固定して一体的に整備する工事。 

（参考）【平成２３年度第４次補正予算案】 
 ○社会福祉施設整備等の追加財政措置  ３０億円 
     社会福祉施設等施設整備費補助金に係る各自治体からの整備計画に対応するための所要額を計上し、 
   障害福祉サービス提供体制の基盤整備を促進する。 

【復興事業（仮称）特別会計 復旧・復興枠：４５億円】 
災害時に、障害福祉サービス事業所や障害児施設等に障害児・者の緊急受入が可能となる設備等を備えた防災拠点等の整備
を推進するとともに、障害福祉サービス事業所（通所）の耐震化を図る。 

【要望枠（「日本再生重点化措置」）：２２億円】 
基幹相談支援センターの設置を促進するとともに、児童発達支援センターの地域支援機能の強化や障害児入所施設の小規模グ
ループによる療育など障害児支援の充実を図るための整備を推進する。 

【要求枠：３９億円】 
障害児・者の地域移行・地域定着支援や就労支援の充実を図るため、生活介護や就労継続支援等の「日中活動の場」の基盤整
備を推進するとともに、グループホーム等の「住まいの場」の整備を推進する。 

平成２４年度予算（案）における社会福祉施設整備費の概要 

  平成２３年度予算      平成２４年度予算（案） 
１０，８００，０００千円  →  １１，７３３，８００千円 
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３ 訪問系サービスに係る適切な支給決定事務について 

 

（１）支給決定事務における留意事項  
訪問系サービスに係る支給決定事務については、平成 19 年 4 月 13 日付

事務連絡「障害者自立支援法に基づく支給決定事務に係る留意事項について」

において、留意すべき事項をお示ししているところであるが、以下の事項に

ついて改めてご留意の上、適切に対応いただきたい。  
ア 適正かつ公平な支給決定を行うため、市町村においては、あらかじめ支

給決定基準（個々の利用者の心身の状況や介護者の状況等に応じた支給量

を定める基準）を定めておくことが望ましいこと  
イ 国庫負担基準は個々の利用者に対する支給量の上限となるものではな

いこと  
ウ 支給決定に当たっては、申請のあった障害者等について、障害程度区分

のみならず全ての勘案事項に関する一人ひとりの事情を踏まえて適切に

行うこと  
また、特に日常生活に支障が生じる恐れがある場合には、個別給付のみな

らず、地域生活支援事業におけるサービスを含め、利用者一人ひとりの事情

を踏まえ、例えば、個別給付であれば、個別に市町村審査会の意見を聴取す

る等により、いわゆる「非定型ケース」（支給決定基準で定められた支給量

によらずに支給決定を行う場合）として取り扱うなど、障害者及び障害児が

地域において自立した日常生活を営むことができるよう適切な支給量を決

定していただきたい。  
さらに、介護保険制度を利用できる障害者についても、介護保険法を優先

的に適用する一方で、必要なサービスの支給量・内容が介護保険制度では十

分に確保されない場合には、障害者自立支援法において、その支給量・内容

に上乗せしてサービスを支給することが可能となっているので、適切な運用

をお願いするとともに、管内市町村にその旨周知いただきたい。  

（２）居宅介護におけるサービス１回当たりの利用可能時間数  
居宅介護は、身体介護や家事援助などの支援を短時間に集中して行う業務

形態を想定しており、必要に応じて１日に短時間の訪問を複数回行うなど、

利用者の生活パターンに合わせた支援を行っているところである。  
このため、支給決定事務等に係る事務連絡において、支給決定を行った障

害者等に交付する受給者証に、居宅介護については、サービス１回当たりの

利用可能時間数を記載することとしており、また目安として、サービス１回

当たりの標準利用可能時間数を「身体介護３時間まで、家事援助１．５時間

まで」と示しているところである。  
支給決定に当たっては、申請のあった障害者等について、一人ひとりの事

情を踏まえて適切に行うことが必要であり、居宅介護のサービス１回当たり

の利用可能時間数についても、標準利用可能時間数を一律に適用するのでは

なく、必要な場合は、標準利用可能時間数を超える時間数を設定するなど、

一人ひとりの事情を踏まえた決定をすることが必要であることに留意され

るとともに、管内市町村にその旨周知いただきたい。  

183



４ 障害福祉サービス事業所等の整備及び適切な運営等について 

 

 

（１）短期入所サービスの整備促進 

①医療機関で行う短期入所サービスの整備促進 

いわゆる医行為を必要とする重度の障害者が地域で安心して暮らしてい

く上で、介護者が病気等になった時や一時的な休息を取る際に短期入所サー

ビスの充実を図っていくことは極めて重要である。 

このため、障害福祉関係施設だけではなく、医療機関においてもいわゆる

「医療型ショートステイ」として短期入所サービスの実施を可能としている

ところであるが、平成２３年１０月１日現在、４，２３９か所の指定短期入

所事業所のうち、医療機関における指定短期入所事業所数は２７６か所と少

ない状況である。 

このような状況を受け、地方分権一括法の施行に伴う障害者自立支援法施

行規則の改正において、平成２４年４月から法人格を有さない医療機関につ

いても、短期入所の指定を受けることができることとしたところであり、ま

た、平成２４年度報酬改定においても、医療型ショートステイに関して、超

重症心身障害児・者等の重度者を受け入れた場合の加算の創設等を検討して

いるところである。 

各都道府県におかれては、地域のニーズを踏まえ、いわゆる医行為の必要

な障害者の方々に対して適切な支援が行われるよう、医療機関の協力を得な

がら、必要な短期入所サービスの整備に努められたい。 

②単独型の短期入所サービスの整備促進 

指定短期入所のうち、併設事業所又は空床利用型事業所以外の指定短期入

所については、単独型事業所として、指定障害者支援施設等入所施設以外の

様々な事業所において行うことが可能である。 

単独型事業所については、先の報酬改定において、指定要件の明確化を図

るとともに、経営の安定を図るため「単独型加算」を創設したところであり、

平成２４年度報酬改定においては、単独型加算の引き上げについても検討し

ているところである。 

また、指定短期入所事業所の設置を進めるため、平成２２年度から社会福

祉施設等施設整備費補助金の補助対象として、新たに単独型事業所を追加し

たところである。 

第２期障害福祉計画では、短期入所の平成２３年度整備目標が４万人分で

あるのに対し、平成２３年８月の利用実人員は約３.２万人であり、今後さ

らなる整備が必要である。都道府県におかれては、地域のニーズを踏まえ、

この施設整備費補助金や基金事業における「障害者自立支援基盤整備事業」

を活用すること等により、単独型事業所のみならず、併設事業所や空床利用

型事業所も含め、指定短期入所事業所の整備を進められたい。 
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（２）介護職員等によるたんの吸引等の実施について 

介護職員等によるたんの吸引等の実施については、平成２４年４月の法   

施行に向け、都道府県におかれては研修の実施等の準備を進めていただいて

いるところであるが、引き続き準備を進めていただくようお願いする。 

なお、平成２４年度予算案においては、介護職員等によるたんの吸引等の

実施のための都道府県研修の実施に関する予算は、社会・援護局の予算に計

上されているところであり、都道府県におかれては、平成２４年度において

も関係部局等と連携を図り、必要な研修を行うことができるよう体制整備等

をお願いする。 

 

（３）インフルエンザ等の感染症対策 

インフルエンザ等は毎年冬期に流行を繰り返しており、社会福祉施設等に

おいては、集団感染等に対する十分な注意が必要とされている。 

このため、都道府県等におかれては、社会福祉施設等へ必要な情報を適宜

提供するとともに、「社会福祉施設等における今冬のインフルエンザ総合対

策の推進について」（平成23年11月18日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総

務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部企画課長、

老健局総務課長連名通知）等を参考に、衛生部局、保健所及び市町村とも連

携しつつ、適切な対応をお願いしたい。 

 

（４）障害福祉サービス事業者への指導監査等の徹底 

障害者自立支援法の施行に伴い、特定非営利活動法人等の新規参入等によ

り障害福祉サービス事業者の数が増加しているところであり、自立支援給付

対象サービス等の質の確保及び自立支援給付の適正化を図るため、法令等に

基づく事業実施の確保に向けた取組みの充実強化が求められている。 

しかしながら、会計検査院からの指摘や各都道府県における指定取消など

に見られるように、依然として不正請求等が発生していることは誠に遺憾で

ある。 

ついては、以下の事項に特に留意の上、管内の障害福祉サービス事業者に

対する指導監査に万全を期されたい。 

①適正な自立支援給付の実施 

管内サービス事業者に対して、虚偽のサービス提供実績記録表が作成され

ること等が無いよう指導いただくとともに、管内市町村に対しては、制度

の周知を図り、請求内容と実際のサービス利用に差異が無いことを十分に

審査し、適正な執行が行われるよう徹底されたい。 

②不正・不明瞭な会計処理の防止 

障害福祉サービス事業者の会計処理に当たっては、社会福祉法及び関係通

知等に基づき適正な記録と透明性の確保を図ることとしているところであ

り、都道府県等におかれては、この点を十分に踏まえて、不正・不明瞭な

会計処理が行われないよう指導監査等の徹底に努められたい。 
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③障害者自立支援給付費負担金の適正な執行 

障害者自立支援給付費負担金の執行に関し、平成２３年１１月に国会へ提

出された平成２２年度決算検査報告において、 

   ・対象外経費を計上する 

   ・対象経費を二重に計上する 

 等により、本負担金の経理が不当と認められるとの報告がなされたことは、

誠に遺憾である。 

ついては、各都道府県におかれては、管内市町村に対して適正な事務処理

を指導するなど、本負担金の適正な執行に努められたい。 

また、障害児施設措置費（給付費等）国庫負担金の執行に関しても、 

・控除対象となる徴収金の算定において、扶養義務者の税額等による階層

区分によって定められた徴収金ではなく、実際に扶養義務者等から収納

した額によって算定していた 

等により、本負担金の経理が不適切と認められるとの報告がなされたとこ

ろであり、各都道府県におかれては、事務処理についてご留意の上、本負

担金の適正な執行に努められたい。 

（参 考） 

  会計検査院ＨＰ： 

http://www.jbaudit.go.jp/report/new/all/ch3_p1_11.html 

 

（５）その他 

民家などを活用した小規模で家庭的な雰囲気の中で、高齢者、障害者や児 

童などに対して、一人ひとりの生活リズムに合わせて柔軟なサービスを行う

取組みが地域の創意工夫のもとに実施されているところである。 

現行制度において、こうしたいわゆる「宅幼老所」を介護保険の指定通所

介護事業所等で運営する場合、介護保険給付に加え、所要の要件を満たせば

障害者自立支援法の自立支援給付（基準該当生活介護等）や乳幼児の一時預

かりに対する運営費の補助をそれぞれの制度から受け取ることも可能であ

ることから、各都道府県におかれては、管内市町村に対し、こうした取組み

や各種支援制度の活用を周知していただき、地域の実情に応じた創意工夫あ

る取組みの普及促進を図られたい。 
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